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【Ⅲ－４－２ 質の高いがん医療の評価－①】 

① がん患者指導管理料の見直し 
 

第１ 基本的な考え方 
 

がん患者に対する質の高い医療の提供を更に推進する観点から、がん
患者指導管理料の要件を見直すとともに、がん患者の心理的苦痛の緩和
を図る観点から、がん患者指導管理料における職種要件を見直す。 

 
第２ 具体的な内容 
 

１．がん患者指導管理料イについて、末期の悪性腫瘍の患者に対して、
当該患者の診療方針等に関する意思決定支援を実施した場合にも算定
可能とするとともに、医療機関が適切な意思決定支援に係る指針を作
成していることを要件とする。 

 

改 定 案 現   行 

【がん患者指導管理料】 

［算定要件］ 

注１ イについては、別に厚生労働大

臣が定める施設基準に適合して

いるものとして地方厚生局長等

に届け出た保険医療機関におい

て、がんと診断された患者であっ

て継続して治療を行うものに対

して、当該患者の同意を得て、当

該保険医療機関の保険医が看護

師と共同して、診療方針等につい

て十分に話し合い、その内容を文

書等により提供した場合又は入

院中の患者以外の末期の悪性腫

瘍の患者に対して、当該患者の同

意を得て、当該保険医療機関の保

険医が看護師と共同して、診療方

針等について十分に話し合った上

で、当該診療方針等に関する当該

患者の意思決定に対する支援を行

い、その内容を文書等により提供し

た場合に、患者１人につき１回

（当該患者について区分番号Ｂ

００５－６に掲げるがん治療連

【がん患者指導管理料】 

［算定要件］ 

注１ イについては、別に厚生労働大

臣が定める施設基準に適合して

いるものとして地方厚生局長等

に届け出た保険医療機関におい

て、がんと診断された患者であっ

て継続して治療を行うものに対

して、当該患者の同意を得て、当

該保険医療機関の保険医が看護

師と共同して、診療方針等につい

て十分に話し合い、その内容を文

書等により提供した場合に、患者

１人につき１回（当該患者につい

て区分番号Ｂ００５－６に掲げ

るがん治療連携計画策定料を算

定した保険医療機関及び区分番

号Ｂ００５－６－２に掲げるが

ん治療連携指導料を算定した保

険医療機関が、それぞれ当該指導

管理を実施した場合には、それぞ

れの保険医療機関において、患者

１人につき１回）に限り算定す

る。 
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携計画策定料を算定した保険医

療機関及び区分番号Ｂ００５－

６－２に掲げるがん治療連携指

導料を算定した保険医療機関が、

それぞれ当該指導管理を実施し

た場合には、それぞれの保険医療

機関において、患者１人につき１

回）に限り算定する。 

 

［施設基準］ 

(12) がん患者指導管理料の施設基準

等 

イ がん患者指導管理料のイの施

設基準 

① がん患者に対して指導管理

を行うにつき十分な体制が整

備されていること。 

② 当該保険医療機関において、

適切な意思決定支援に関する指

針を定めていること。 

ロ がん患者指導管理料のロ、ハ及

びニの施設基準 

イの①を満たすものであるこ

と。 

ハ がん患者指導管理料の注４に

規定する患者 

（略） 

 

［経過措置］ 

令和４年３月31日時点でがん患者

指導管理料イに係る届出を行ってい

る保険医療機関については、同年９

月30日までの間に限り、第三の二の

(12)のイの②の基準を満たしている

ものとする（入院中の患者以外の末

期の悪性腫瘍の患者に係る場合を除

く。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［施設基準］ 

(12) がん患者指導管理料の施設基準

等 

イ がん患者に対して指導管理を

行うにつき十分な体制が整備さ

れていること。 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

ロ がん患者指導管理料の注４に

規定する患者 

（略） 

 

［経過措置］ 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 
２．がん患者指導管理料ロについて、がん患者の心理的不安の軽減を目

的とする面接を行う職種に、公認心理師を追加する。 
 

改 定 案 現   行 
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【がん患者指導管理料】 

ロ 医師、看護師又は公認心理師が心

理的不安を軽減するための面接を

行った場合         200点 

 

［算定要件］ 

注２ ロについては、別に厚生労働大

臣が定める施設基準に適合して

いるものとして地方厚生局長等

に届け出た保険医療機関におい

て、がんと診断された患者であっ

て継続して治療を行うものに対

して、当該患者の同意を得て、当

該保険医療機関の保険医又は当

該保険医の指示に基づき看護師

若しくは公認心理師が、患者の心

理的不安を軽減するための面接

を行った場合に、患者１人につき

６回に限り算定する。 

 

(2) がん患者指導管理料ロ 

ア 悪性腫瘍と診断された患者に

対して、患者の心理状態に十分配

慮された環境で、がん診療の経験

を有する医師、がん患者の看護に

従事した経験を有する専任の看

護師又はがん患者への心理支援

に従事した経験を有する専任の

公認心理師が適宜必要に応じて

その他の職種と共同して、身体症

状及び精神症状の評価及び対応、

病状、診療方針、診療計画、外来

での化学療法の実施方法、日常生

活での注意点等の説明、患者の必

要とする情報の提供、意思決定支

援、他部門との連絡及び調整等、

患者の心理的不安を軽減するた

めの指導を実施した場合に算定

する。なお、患者の理解に資する

ため、必要に応じて文書を交付す

るなど、分かりやすく説明するよ

う努めること。 

イ （略） 

【がん患者指導管理料】 

ロ 医師又は看護師が心理的不安を

軽減するための面接を行った場合 

200点 

 

［算定要件］ 

注２ ロについては、別に厚生労働大

臣が定める施設基準に適合して

いるものとして地方厚生局長等

に届け出た保険医療機関におい

て、がんと診断された患者であっ

て継続して治療を行うものに対

して、当該患者の同意を得て、当

該保険医療機関の保険医又は当

該保険医の指示に基づき看護師

が、患者の心理的不安を軽減する

ための面接を行った場合に、患者

１人につき６回に限り算定する。 

 

 

(2) がん患者指導管理料ロ 

ア 悪性腫瘍と診断された患者に

対して、患者の心理状態に十分配

慮された環境で、がん診療の経験

を有する医師又はがん患者の看

護に従事した経験を有する専任

の看護師が適宜必要に応じてそ

の他の職種と共同して、身体症状

及び精神症状の評価及び対応、病

状、診療方針、診療計画、外来で

の化学療法の実施方法、日常生活

での注意点等の説明、患者の必要

とする情報の提供、意思決定支

援、他部門との連絡及び調整等、

患者の心理的不安を軽減するた

めの指導を実施した場合に算定

する。なお、患者の理解に資する

ため、必要に応じて文書を交付す

るなど、分かりやすく説明するよ

う努めること。 

 

 

イ （略） 
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ウ 看護師又は公認心理師が実施

した場合は、アに加えて、指導を

行った看護師又は公認心理師が、

当該患者の診療を担当する医師

に対して、患者の状態、指導内容

等について情報提供等を行わな

ければならない。 

ウ 看護師が実施した場合は、アに

加えて、指導を行った看護師が、

当該患者の診療を担当する医師

に対して、患者の状態、指導内容

等について情報提供等を行わな

ければならない。 

 

 




